
○ 花きの効用を活用するため、病院内へ緑化空間を設けたり、社会福祉施設での活動として取り入れていると
ころもあり、患者からの評判も上々。

寄せ植え体験

アレンジメント
制作

エントランスに、４
階まで吹き抜けの
緑化空間を設置

院内の120箇所に花を
装飾
週1回の「お花クラブ」
の開催

病院における花きを活用した取組 社会福祉施設における花きを活用した取組

＜効果＞ ＜効果＞

・ストレス軽減、リラックス効果、楽しみ
・入院者同士のコミュニケーションのきっかけ
・病院の雰囲気の改善、室内環境の改善

・ストレス軽減、リラックス効果、楽しみ
・入居者同士のコミュニケーションのきっかけ
・認知機能の改善

（４）花きの効用
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対平年取引数量比 単価 平年単価

（円/本）

お彼岸
（9/20～9/26）

お盆
（8/13～8/16）

お彼岸
（9/20～9/26）

（１）切り花の市場取扱数量・金額の動向

○ 新型コロナウイルス感染拡大以降、葬儀や各種イベントの縮小等による需要減少で、切り花価格は平年より
も低い水準で推移したが、現在は、経済活動の再開に伴い、回復傾向で推移。

○ 令和５年は、各産地で猛暑や大雨による生育の遅れがあり、７月から取引量が平年に比べ10％ほど減少し、
品薄感から単価は平年に比べ15％ほど高く推移。

資料：日本農業新聞調べ(日農INDEX：各地区大手７卸のデータ)。平年単価及び数量は、過去５年間（2017年～2021年）の平均値

＜ 切り花類の価格の推移＞

お彼岸
（3/18～3/24）

母の日
（5/8）

97円

お盆
（8/13～8/16）

98円

88円

数
量
（
平
年
対
比
）

単
価

お彼岸
（3/18～3/24）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

2023年2022年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

母の日
（5/14）
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【参考】花きの振興に関する法律（平成26年法律第102号）について（①法律の概要）

３．基本方針等

１．目的

花き産業の健全な発展と心豊かな国民生活
の実現

○ 農林水産大臣は、花き産業及び花き
文化の振興に関する基本方針を策定

○ 都道府県は、花き産業及び花き文化
の振興に関する計画を策定

○ 国、地方公共団体、事業者、研究機
関等の連携の強化

○ 生産者の経営の安定（６条）
○ 生産性及び品質の向上の促進（７条）
○ 加工及び流通の高度化（８条）
○ 鮮度保持の重要性への留意（９条）
○ 輸出の促進（10条）
○ 種苗法の特例（13条）
○ 研究開発の推進（15条）

２．定義

｢花き｣：観賞の用に供される植物
｢花き産業｣：花きの生産、流通、販売又は

新品種の育成の事業

○ 公共施設における花きの活用の推進等
（16条１項）

○ いわゆる｢花育｣の推進（16条２項）
○ 日常生活における花きの活用の推進等
（16条３項）

○ 博覧会の開催等（17条）
○ 花き産業及び花き文化の振興に寄与した
者の顕彰（18条）

○ 振興計画の円滑な実施に向けた国の援助
（19条）

○ 花き活用推進会議の設置（20条）

４．花き産業に対する施策

５．花き文化に対する施策

６．その他の施策



【参考】花きの振興に関する法律（平成26年法律第102号）について（②種苗法の特例（法第13条）の概要）

○ 農林水産大臣の認定を受けた研究開発事業計画の成果として育成された品種に種苗法の特例を適用。

○ 具体的には、耐病性や高温耐性、日持ち性を有する等、国際競争力の強化に資する新品種の育成に対し、
出願料及び登録料（１～６年目）を４分の３軽減。

種苗法特例の適用対象となる新品種の育成
（イメージ）

灰色かび病に対する抵抗性を持
ち、夏場の高温・多湿化でも輸出
可能となるスイートピーの新品種

高温耐性を持ち、夏場の需要期
に合わせた安定供給が可能と
なるキクの新品種

区分 通常 特例措置

出願料 47,200円 11,800円

登録料
第1～3年
第4～6年
第7～9年

第10～30年

6,000円/年
9,000円/年

18,000円/年
36,000円/年

1,500円/年
2,250円/年

－
－

＜種苗法の特例措置＞

国産シェアの奪還

輸出の拡大

研究開発事業計画の認定件数（令和５年10月末現在）
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＜施 策 の 方 向＞

生産量その他の花き産業の振興の目標 （億円）

輸
出

文
化

生
産

国際競争力の強化が緊要の課題

・ 近年の国内市場における花き消費の伸び悩み、大量
生産された安価な切り花の輸入の増加等に対応する
観点から国際競争力の強化が緊要な課題

加工及び流通の高度化

・ 加工に関する技術開発や卸売市場等におけるコー
ルドチェーンの整備、流通経路の合理化等を推進

・採花後の前処理（抗菌
剤等で水揚げ）

・出荷前の温度管理（低
温保管）等の徹底

産 地

・配送施設、卸売場の低
温化

・輸送時の温度管理（積
載前のトラック庫内の
冷却等）の徹底

市 場 小売店

・市場から店舗まで搬送
時の温度上昇の防止

・入荷時の適切な水揚
げの実施、低温ショー
ケースの利用等

輸出の促進

・ 産地における輸出に対応した栽培体系の確立
・ 国際園芸博覧会への政府出展等を活用した海外
需要の創出

花きの文化の振興

・ 花きの文化の振興に向け、
① 公共施設やまちづくり等における花きの活用
② 花育、日常生活における花きの活用等を推進

公共施設やまちづくりにおける活用世界に誇る豊かな花きの文化

・ 花きの文化を振興すること
は、国民の心豊かな生活の実
現に資する。

流
通

日持ちの良い花きに対する消費者ニーズへの対応

・ 輸入花きからシェアを回復するには、国産花きの鮮
度、日持ちの良さ等の強みを活かすためのコールド
チェーンの整備等が必要

輸出は増加傾向

・ 国産花きは、国際的に高い評
価を得ており、アジアや欧米向
けを中心に輸出が増加傾向

花き輸出額の推移

国際園芸博への出展輸出対応産地

H29実績 R12目標 R17目標

産出額 3,687 4,500 6,500

輸出額 138 200 450

輸入額 511 300(見込) 300(見込)

輸出拠点

需
要

・ オリンピック・パラリンピック、国際園芸博覧会の成果を
最大限に活かし、国内外の花きの需要を飛躍的に拡大

花きの需要の増進

・ 国際園芸博覧会等の開催、切り花の日持ちを保証する販売の確立
・ SNSの活用、観光業界、インテリア業界等との連携による効果的な需
要喚起

花いっぱいプロジェクト

（億円）

0

200

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

国内外の需要拡大

生産性・品質の向上と生産者の経営の安定

研究開発の推進

・ 暑熱、対策等による周年生産、次世代施設園芸の面的拡大、ロボット、AI・
IoTを活用したスマート農業技術の導入等の推進

・ 自然災害等のリスクへの備えとして収入保険や園芸施設共済等の普及促進

暑熱対策 スマート農業次世代施設園芸

・ 花きの新品種の育成や増殖技術の高度化、生産性・品質の向上等の研究開発を推進

＜国産花きの強みと課題＞
・ 平成29年の産出額が3,687億円と農業産出額の４％
・ 多様で高品質な国産花きは国際的にも高い評価

近年輸出は増加傾向（平成29年に138億円）

【参考】新たな花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針について（令和２年４月21日公表）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１.花き流通の効率化の取組

ホームユース等の多様な需要や物流の2024年問題に対応するため、受発注デー
タのデジタル化、流通の効率化・高度化に資する検討や技術実証等を支援します。

2．ホームユース需要等に対応した品目等の転換の取組
需要が見込まれる品目等への転換に必要な転換先品目の需要調査、栽培技術

実証、栽培マニュアルの作成等を支援します。

3．新たな需要開拓・消費拡大の取組
① ホームユース需要等の更なる拡大のための全国的な普及活動

需要拡大が見込まれるホームユース向けに適した利用スタイルの提案、需要喚起
のための全国的な国産花きのPR活動、実証等を支援します。
② 新たな需要開拓、需要拡大の取組

国産花きの新規購買層のニーズに対応した商品開発、販路開拓、商談会の開催、
社会人の花き利用の拡大を目的とした実証やPR活動等を支援します。

4．生産技術の高度化・産地体制の強化等の取組
生産性向上、低コスト化など花き産地の課題解決に資する検討や実証、国際認証

取得など産地体制の強化に資する研修会開催等を支援します。

【令和５年度予算額 728（728）百万円】

＜対策のポイント＞
物流の2024年問題に対応した花き流通の効率化や高度化、産地の課題解決に必要な技術導入を支援するとともに、減少傾向にある花き需要の回復に

向けて、需要拡大が見込まれる品目等への転換、新たな需要開拓、花き利用の拡大に向けたPR活動等の前向きな取組を支援します。

＜事業目標＞
花き産出額の増加（3,687億円［平成29年］→4,500億円［令和12年まで］）

＜事業の流れ＞
国

定額

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-6738-6162）

民間団体等

需要変化等に対応した生産・流通・販売体制の強化
日常生活等での花き利用の定着による消費拡大

〇需要拡大が見込まれる品目への転換
〇生産性向上に資する技術の実証
〇栽培技術向上マニュアルの作成 等

生産体制の強化

〇受発注データ等のデジタル化
〇パレット・台車等輸送基盤の標準化
〇流通効率化に向けた検討会開催 等

流通の効率化

〇ネット取引、サブスクリプション等の販売
方法の検討

〇ホームユース等に適した利用スタイルの提案
〇異業種等の連携による新販路開拓 等

需要変化に対応した販路開拓 花き利用の拡大

〇花き利用に関するセミナーや展示会
〇花きの消費拡大に資する実証やPR活動
〇新規購入層開拓に向けた園芸体験 等

持続的生産強化対策事業のうち
花き支援対策
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